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衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
辞
令
の
記
載
内
容
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人

（
以
下
「
安
倍
総
理
夫
人
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
こ
と
（
以
下
「
総
理
公
務
補

助
」
と
い
う
。
）
を
支
援
す
る
職
員
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
辞
令
に
記
載
さ
れ
た
官
職
は
、
内
閣
事
務
官
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
所
属
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
在
内
閣
官
房
に
配
置
さ
れ
て
い
る
安
倍

総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
の
名
刺
に
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
付
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の

と
承
知
し
て
い
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
講
演
」
に
同
行
し
た
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
の
旅
費
（
以
下
「
同
行
旅
費
」
と
い
う
。
）
は
、
安

倍
総
理
夫
人
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
経
費
に
よ
り
負
担
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

公
務
の
た
め
旅
行
す
る
職
員
に
対
し
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。

一



以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
旅
費
（
以
下
「
標
準
の
旅
費
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一
方
で
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
「
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
運
用
方
針
」
（
昭
和
二
十
七
年
四

ち
よ
う

月
十
五
日
付
け
蔵
計
第
九
百
二
十
二
号
大
蔵
省
主
計
局
長
通
牒
別
紙
）
に
お
い
て
、
標
準
の
旅
費
の
う
ち
国
の
経
費
以
外
の

経
費
か
ら
支
給
さ
れ
る
旅
費
に
相
当
す
る
旅
費
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
安
倍
総
理
夫

人
か
ら
の
申
出
に
よ
り
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
の
同
行
旅
費
が
安
倍
総
理
夫
人
の
負
担
に
よ
り
支
払
わ
れ
た
場
合

は
こ
れ
に
該
当
す
る
た
め
、
国
は
当
該
職
員
に
対
し
標
準
の
旅
費
の
支
給
を
し
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
活
動
支
援
の
た
め
配
置
さ
れ
た
職
員
」
及
び
「
支
援
対
象
の
人
物
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
総
理
夫
人
付
職
員
の
公
務
出
張
旅
費
を
、
総
理
夫
人
が
負
担
し
た
例
」
（
以
下
「
負
担
例
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
二
件
の
「
講
演
」
を
除
く
と
、
五
件
を
確
認
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十

五
日
に
大
阪
府
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で
山
形
県
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
同
月

二



六
日
ま
で
山
形
県
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
に
岡
山
県
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
か
ら
同
月
五
日
ま
で
山
形
県
で
あ
る
が
、

過
去
の
負
担
例
の
全
て
に
つ
い
て
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
超
過
勤
務
手
当
等
の
手
当
」
及
び
「
内
訳
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指

摘
の
「
講
演
」
に
際
し
て
の
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
に
対
す
る
超
過
勤
務
手
当
は
、
当
該

手
当
の
支
給
の
た
め
に
必
要
な
手
続
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
当
初
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
答
弁
」
が
平
成
二
十
九
年
三

月
三
日
の
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
政
府
参
考
人
の
答
弁
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
成
二
十
七
年
九
月

五
日
の
安
倍
総
理
夫
人
の
「
講
演
」
へ
の
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
の
同
行
に
つ
い
て
、
休
日
の
私
的
な
旅
行
と
公

務
と
し
て
の
出
張
の
両
方
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
答
弁
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
当
該
同
行
に
つ

い
て
は
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
の
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
に
公
務
と
し
て
出
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
事

実
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



十
に
つ
い
て

安
倍
総
理
夫
人
の
日
程
管
理
は
政
府
と
し
て
行
っ
て
い
な
い
。
お
尋
ね
の
「
否
と
す
れ
ば
だ
れ
が
行
っ
て
い
る
の
か
」
は
、

政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
講
演
時
の
総
理
夫
人
の
旅
程
表
等
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
」
は
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
作
成
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
作
成
主
体
に
つ
い
て
政
府

と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
講
演
時
の
総
理
夫
人
の
大
阪
入
り
の
た
め
の
切
符
」
は
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
購
入
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
購
入
主
体
に
つ
い
て
政
府
と

し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

十
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
講
演
時
の
総
理
夫
人
の
移
動
の
た
め
の
ハ
イ
ヤ
ー
等
車
両
の
手
配
」
は
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
に

四



関
す
る
も
の
で
あ
り
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
手
配
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
手
配
主
体
に

つ
い
て
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
総
理
夫
人
の
身
の
回
り
の
世
話
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
出
張
命
令
」
を
旅
行
命
令
と
解
す
れ
ば
、
御
指
摘
の
「
講
演
」
に
お
け
る
安
倍
総
理
夫
人
へ
の
同
行
に
つ
い

て
は
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
が
、
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
べ
き
旨
の
国
家
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
務
命
令
を
受
け
、
安
倍
総
理
夫
人
の
日
程

等
の
情
報
を
得
た
上
で
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
必
要
性
を
踏
ま
え
て
当
該
職
員
自
ら
判
断
し
、
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同

行
に
当
た
り
、
旅
費
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
の
発
令
に
係
る
手
続
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

十
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
超
過
勤
務
等
命
令
簿
を
出
し
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
官
房
で
管

五



理
し
て
い
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
の
超
過
勤
務
等
命
令
簿
に
は
、
「
用
務
」
、
「
用
務
先
」
又
は
「
用
務
地
」

と
い
う
欄
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

六


